
 

令和６年９月松伏町議会定例会提出議案概要 

 

議案第３２号 

松伏町教育委員会委員の任命について 

１ 趣旨 

松伏町教育委員会委員宇田川陽子氏の任期は、令和６年９月３０日で満了となるが、

後任として池田千恵美氏を任命することについて同意を求めるもの 

２ 内容 

（１）住  所 ○○○○○○○ 

（２）氏  名 池田 千恵美（いけだ ちえみ） 

（３）生年月日 ○○○○○○○ 

３ 任期 

  令和６年１０月１日から令和１０年９月３０日まで 

 

議案第３３号 

松伏町公平委員会委員の選任について 

１ 趣旨 

松伏町公平委員会委員浅水尚伸氏の任期は、令和６年９月３０日で満了となるが、再

び浅水尚伸氏を選任することについて同意を求めるもの 

２ 内容 

（１）住  所 ○○○○○○○ 

（２）氏  名 浅水 尚伸（あさみず よしのぶ） 

（３）生年月日 ○○○○○○○ 

３ 任期 

  令和６年１０月１日から令和１０年９月３０日まで 
 

議案第３４号 

松伏町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

国民健康保険法及び診療報酬の算定方法の一部改正に伴い、被保険者証の返還の求め

に応じない世帯主に対する罰則の規定を削除するとともに、規定の整備をするための条

例の改正 

２ 内容 

（１）引用条項に関する規定の整備（第６条関係） 

診療報酬の算定方法（厚生労働省告示）の一部改正により、条例中引用している条

項が移動したことに伴う規定の整備 

（２）被保険者証の返還の求めに応じない世帯主に対する罰則の規定の削除（第１４条関

係） 

現   行 改 正 後 

  この町は、世帯主が法第９条第１項若し

くは第９項の規定による届出をせず、若

しくは虚偽の届出をした場合又は同条第

３項若しくは第４項の規定により被保険

者証の返還を求められこれに応じない場

合においては、その者に対し、１０万円

この町は、世帯主が法第９条第１項若し

くは第５項の規定による届出をせず、又

は虚偽の届出をした場合においては、そ

の者に対し、１０万円以下の過料を科す

る。 
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以下の過料を科する。 

  ３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和６年１２月２日。ただし、２（１）は、公布の日 

（２）経過措置 

   この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の

整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりな

お従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。 
 

議案第３５号 

松伏町適応指導教室設置及び管理条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

松伏町適応指導教室の名称を変更するとともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町適応指導教室の名称の変更（第１条関係） 

現   行 改 正 後 

松伏町適応指導教室 松伏町教育支援センター 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 

 

議案第３６号 

松伏町学校給食センター設備等改修工事請負契約の変更契約の締結について 

１ 工 事 名  松伏町学校給食センター設備等改修工事 

２ 施 工 箇 所  松伏町大字田島１５１５番地２ 

３ 履 行 期 限  令和７年１月３１日 

４ 変更履行期限  令和７年３月３１日 

５ 変更請負金額  １１９，８８９，０００円 

６ 今回変更による増額    ６，７４３，０００円 

７ 請 負 業 者  埼玉県越谷市大道４７８番地 

株式会社協和設備 

            代表取締役 清水 一郎 

 

議案第３７号 

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

１ 趣旨 

  高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、埼玉県後期高齢者医療広域連合

規約を変更することについて協議するもの 

２ 内容 

被保険者証及び資格証明書の廃止に伴う市町村が処理する事務の改正 

現   行 改 正 後 

  １ （略） 

２ 被保険者証及び資格証明書の引渡し 

１ （略） 

２ 資格確認書等の引渡し 
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３ 被保険者証及び資格証明書の返還の

受付 

４から６まで （略） 

３ 資格確認書等の返還の受付 

 

４から６まで （略） 

  ３ 施行期日 

  令和６年１２月２日 
 

議案第３８号 

令和６年度松伏町一般会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額      ９，５３５，６０１千円 

２ 補 正 予 算 額        ５１４，３１２千円 

３ 合     計     １０，０４９，９１３千円 

 

議案第３９号 

令和６年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額      ３，１６２，３６５千円 

２ 補 正 予 算 額         ４１，６２３千円 

３ 合     計      ３，２０３，９８８千円 

 

議案第４０号 

令和６年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額      ２，４０１，１６６千円 

２ 補 正 予 算 額         ６９，４５１千円 

３ 合     計      ２，４７０，６１７千円 

 

議案第４１号 

令和６年度松伏町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額        ４７５，２４９千円 

２ 補 正 予 算 額          ４，２５１千円 

３ 合     計        ４７９，５００千円 

 

議案第４２号 

令和６年度松伏町下水道事業会計補正予算（第１号） 

１ 既 決 予 定 額 

（１）収益的収入        ５２０，９０２千円 

（２）収益的支出        ５１９，２２３千円 

（３）資本的収入        １５０，８１７千円 

（４）資本的支出        ３４９，４４３千円 

２ 補 正 予 定 額 

（１）収益的収入          ４，７７０千円 

（２）収益的支出          １，９２３千円 

（３）資本的収入           － 

（４）資本的支出           － 

３ 合 計 

（１）収益的収入        ５２５，６７２千円 

（２）収益的支出        ５２１，１４６千円 
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（３）資本的収入        １５０，８１７千円 

（４）資本的支出        ３４９，４４３千円 

 

議案第４３号 

令和５年度松伏町一般会計歳入歳出決算の認定について  

１ 歳 入 総 額  １０，６２４，１８０，１５３円 

２ 歳 出 総 額   ９，８９８，０００，５３５円 

３ 歳入歳出差引額     ７２６，１７９，６１８円 

４ 実 質 収 支 額     ６１５，０６８，６１８円 

 

議案第４４号 

令和５年度松伏町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額   ３，２１８，４９１，０６１円 

２ 歳 出 総 額   ３，１４０，４５７，３３５円 

３ 歳入歳出差引額      ７８，０３３，７２６円 

４ 実 質 収 支 額      ７８，０３３，７２６円 

 

議案第４５号 

令和５年度松伏町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額      ２３，８７８，００１円 

２ 歳 出 総 額       ６，７０５，７７１円 

３ 歳入歳出差引額      １７，１７２，２３０円 

４ 実 質 収 支 額      １７，１７２，２３０円 

 

議案第４６号 

令和５年度松伏町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額   ２，３１４，１９６，１２８円 

２ 歳 出 総 額   ２，２３２，７８７，７９７円 

３ 歳入歳出差引額      ８１，４０８，３３１円 

４ 実 質 収 支 額      ８１，４０８，３３１円 

 

議案第４７号 

令和５年度松伏町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額     ４３８，０９４，３３０円 

２ 歳 出 総 額     ４３４，２１２，５６２円 

３ 歳入歳出差引額       ３，８８１，７６８円 

４ 実 質 収 支 額       ３，８８１，７６８円 

 

議案第４８号 

令和５年度松伏町下水道事業会計決算の認定について  

１ 収 益 的 収 入     ５１５，９６９，１６２円 

２ 収 益 的 支 出     ４８９，２０１，５３３円 

３ 資 本 的 収 入     １５３，５１９，２００円 

４ 資 本 的 支 出     ３００，６９５，３５１円 
 


